
公印の押印を

省略します。

許可、認可等の処分に関するものなどは、従前のとおり公印を押印します。

□ 交付までの時間を短縮！

公印省略

行政サービスの向上

□ いつでもどこでも申請可能！
□ 移動時間・待ち時間ゼロ！
□ 窓口に行かなくてもＯＫ！

✔

✔

詳細につきましては、管轄の消防署まで
お問い合わせください。

※ 公印の押印の有無により、予防関係施行文書
の効力が変わるものではありません。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

電子申請も是非ご活用ください。

電子申請×東京消防庁

✔
✔

令和８年３月１日から

書面交付する予防関係施行文書への


